
河川協力団体制度の創設

■河川協力団体制度とは？

◆ 河川協力団体としての活動を適正かつ確実に行

◆ 河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、
河川環境の保全等に関する活動を行うNPO等の
民間団体を支援するものです。 河川管理者

申請指定

■河川協力団体制度とは？

うことができると認められる法人等が対象とな
り、河川管理者に対して申請を行います。

申請を受けた河川管理者は、適正な審査のうえ、
河川協力団体として指定します。

◆河川協力団体は 以下のような活動を行います

法人又は団体（NPO等）

申請指定

自主的活動

◆河川協力団体は、以下のような活動を行います。

①河川管理者に協力して行う河川工事又
は河川の維持

②河川の管理に関する情報又は資料の

収集及び提供

河川敷清掃 ビオトープの整備 船による監視 シンポジウムの開催

③河川の管理に関する調査研究
④河川の管理に関する知識の普及及び

啓発

マイ防災マップづくり 安全利用講習外来種調査 鳥類調査

⑤上記に附帯する活動
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国土交通省水管理・国土保全局




